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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第24期
第２四半期
累計期間

第25期
第２四半期
累計期間

第24期
第２四半期
会計期間

第25期
第２四半期
会計期間

第24期

会計期間

自  平成20年
    ６月１日
至  平成20年
    11月30日

自  平成21年
    ６月１日
至  平成21年
    11月30日

自  平成20年
    ９月１日
至  平成20年
    11月30日

自  平成21年
    ９月１日
至  平成21年
    11月30日

自  平成20年
    ６月１日
至  平成21年
    ５月31日

売上高 (百万円) 57,988 51,641 30,288 25,887 115,788

経常利益 (百万円) 17,797 17,605 9,612 9,164 39,030

四半期(当期)純利益 (百万円) 10,367 10,187 5,549 5,342 22,740

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) ― ― 22,290 22,290 22,290

発行済株式総数 (千株) ― ― 127,091 127,091 127,091

純資産額 (百万円) ― ― 80,508 81,677 84,079

総資産額 (百万円) ― ― 114,859 113,780 118,699

１株当たり純資産額 (円) ― ― 630.72 638.38 658.13

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 81.58 80.16 43.67 42.04 178.94

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 81.56 80.16 43.66 42.03 178.93

１株当たり配当額 (円) 70 70 70 70 170

自己資本比率 (％) ― ― 69.8 71.3 70.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 12,844 13,962 ― ― 26,169

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,417 6,945 ― ― △18,680

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,077 △12,701 ― ― △21,966

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 38,127 25,670 17,464

従業員数 (名) ― ― 2,251 2,129 2,226

(注) １　当社は四半期連結財務諸表は作成しておりませんので、連結経営指標等の推移については記載しておりませ

ん。

２　売上高には消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社および当社が属する企業グループにおいて営まれている事業の内

容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年11月30日現在

従業員数(名) 2,129

(注) １　上記従業員は就業人員であり、他社への出向社員（３名）を含まず、他社からの出向社員（280名）、嘱託社員

（２名）を含んでおります。

２　上記従業員のうち、日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社（実質的な親会社の子会社）からの

出向社員は278名です。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門別の名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

アップデート＆プロダクト・サポート 14,770 1.4

アドバンスト・サポート 736 4.8

エデュケーションサービス 431 △31.5

コンサルティングサービス 2,104 △32.3

合計 18,042 △5.1

(注) １  金額は、販売価格によっております。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当社の生産業務の内容は、アップデート＆プロダクト・サポート、アドバンスト・サポート、エデュ

ケーションサービスおよびコンサルティングサービスといったサービス業務であり、個別受注生産の占

める割合が僅少であるため、受注状況の記載を省略しております。
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(3) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門別の名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

 ソフトウェア関連 　 　

　 　 データベース＆ミドルウェア 7,494 △21.3

　 　 ビジネス・アプリケーション 350 △80.1

　 ソフトウェアプロダクト小計 7,844 △30.5

　 アップデート＆プロダクト・サポート 14,770 1.4

 ソフトウェア関連計 22,615 △12.5

 サービス 　 　

　 アドバンスト・サポート 736 4.8

　 エデュケーションサービス 431 △31.5

　 コンサルティングサービス 2,104 △32.3

 サービス計 3,271 △26.3

合計 25,887 △14.5

　

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前第２四半期会計期間

相手先
当第２四半期会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

─ ─ ─ 日本電気㈱ 3,527 13.6

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　前第２四半期会計期間においては、主な相手先別の販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上であ

る相手先がないため、記載を省略しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、事業等のリスクに関する重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日（平成22年１月13日）現在において当社が判

断したものであります。

　

(1) 重要な会計方針および見積り

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており

ます。この財務諸表等の作成にあたっては、各決算日における資産および負債の金額、各報告期間における

収益および費用の金額に影響を与えるような仮定、見積り、判断を必要とします。過去の経験や状況に応じ

合理的と判断した入手可能な情報に基づいた仮定、見積り、判断であっても、仮定あるいは条件の変化によ

り、実際の結果と異なる可能性があります。

　

(2) 経営成績の分析

① 業績の状況

当第２四半期会計期間における日本国内の経済環境は、輸出の減少幅縮小や在庫調整の進展により、生産

の持ち直しの動きが一部で見られるものの、為替の急激な変動等もあり、景気は依然として先行き不透明か

つ厳しい状況が続いております。このような環境において、お客様企業においては、IT投資を含めた経費削

減や抑制が続いており、戦略的に重要な情報システムや、IT対応が必須となるような情報システムへの投資

であってもその投資効果等を慎重に検討するという姿勢は変わらず、IT投資全般の抑制傾向は継続してお

ります。

このような状況において、当社は、親会社のオラクル・コーポレーションによる製品開発と買収による製

品ラインナップ強化のもと、データベース、ミドルウェア、ビジネス・アプリケーションといった、企業活動

に必要なソフトウェアを一貫して提供できる企業として、 ITの新しい価値を創造し、お客様の成功と社会

の発展に貢献することで「お客様に長期的に信頼される会社」の実現と新たな成長を目指し、事業活動を

継続してまいりました。

そして、前年度より実施している全社的な変革プランに基づき、特にソフトウェアプロダクト部門の営業

体制の強化を目指し、お客様視点に立った営業体制の強化・拡大、製品価値の訴求活動の強化、パートナー

様との協業体制の強化等の施策を行ってまいりました。

　

② 売上高

売上高は、IT投資の抑制が続く厳しい環境において、25,887百万円となり、前第２四半期会計期間（以下、

「前年同期」）比4,401百万円、14.5％減となりました。各部門別の概況は以下のとおりです。

　

[ソフトウェア関連]

ソフトウェア関連部門の売上高は22,615百万円（前年同期比3,231百万円、12.5％減）となりました。ソ

フトウェア関連部門は、以下に記載の(ⅰ)ソフトウェアプロダクトおよび(ⅱ)アップデート＆プロダクト

サポートの２部門で構成されます。

　

(ⅰ) ソフトウェアプロダクト

新規のソフトウェアライセンスの販売を行う、ソフトウェアプロダクトの売上高は7,844百万円（前年同

期比3,436百万円、30.5％減）となりました。データベース＆ミドルウェアおよびビジネス・アプリケー

ションの各部門の状況は次のとおりです。

　

EDINET提出書類

日本オラクル株式会社(E05027)

四半期報告書

 6/42



(A) データベース＆ミドルウェア

売上高は7,494百万円（前年同期比2,023百万円、21.3％減）となりました。

データベースでは、上記の全社的な変革プランを推進するとともに、コスト削減や情報可視化等、厳し

い経済環境下において求められるニーズに対応したソリューションの提案活動を強化し、お客様の需要

を引き出すべく事業活動を進めてまいりました。平成21年９月にはオラクル・コーポレーションとサン

・マイクロシステムズが開発した世界初となるDWH ＆ OLTP* マシン「Oracle Exadata Version2」を発

表、同年11月より国内提供を開始し、お客様からは引き続き高い関心をお持ちいただいております。また、

主力のデータベース製品の最新版「Oracle Database 11g Release2」等の提供を開始いたしました。

ミドルウェア製品につきましては、アプリケーション・サーバやコンテンツマネジメント関連製品が

堅調に推移いたしました。また、次世代ミドルウェア製品群「Oracle Fusion Middleware 11g」の提供を

開始いたしました。しかしながら、IT投資の抑制が続く厳しい環境において、主力のデータベース製品の

販売がふるわず、減収となりました。

* DWH：データウェアハウジング

* OLTP：オンライントランザクション処理

　

(B) ビジネス・アプリケーション

売上高は350百万円（前年同期比1,413百万円、80.1％減）となりました。

当部門では、各種業界に特化したソリューションを提供する製品をそろえ、お客様視点に立って、経営

課題を解決し、成長を支援する様々なソリューションを提供できる営業体制の強化に取り組んでまいり

ました。平成21年10月に小売、流通サービス業界向けシフト計画作成アプリケーション「Oracle

Workforce Scheduling」、同年11月にはサプライチェーン計画の新製品「Oracle Rapid Planning」の提

供を開始いたしました。お客様においては、経営効率化やコスト削減、営業力強化に向けたIT投資への関

心は高いものの、不透明な経済環境を背景としてIT投資に慎重な姿勢は変わらず減収となりました。

　

(ⅱ) アップデート＆プロダクト・サポート

売上高は14,770百万円（前年同期比205百万円、1.4％増）となりました。

製品をご利用いただいているお客様に更新権や技術サポートの提供を行っている当部門では、厳しい経

済環境において新規投資が抑制される中、既存の業務システムの運用を安定的に継続していきたいという

お客様のニーズに確実に対応してまいりました。また、お客様のシステム環境に応じた最適なサポートを提

供する「My Oracle Support」の本格導入により、新たな付加価値を訴求することでお客様の価値向上に貢

献してまいりました。さらに、サポートレベルの向上に努めるとともに、パートナー様との協業も推進し営

業活動を強化し、景況感の落ち込みがある中、契約率と更新率は引き続き高水準を維持いたしました。
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[サービス関連]

サービス関連部門の売上高は3,271百万円（前年同期比1,169百万円、26.3％減）となりました。サービス

関連部門は、以下に記載の(ⅰ)アドバンスト・サポート、(ⅱ)エデュケーションサービス、(ⅲ)コンサル

ティングサービスの３部門で構成されます。

　

(ⅰ) アドバンスト・サポート

売上高は736百万円（前年同期比33百万円、4.8％増）となりました。

当社がお客様の情報システムや保守・運用管理を行う「Oracle On Demand」ならびに個々のお客様に合

わせた先進的かつ予防的なサポートを提供する「Advanced Customer Services」ともに、システムの安定

的な稼動と運用負荷の軽減を実現でき、費用対効果も大きいことが顧客から評価されました。また、既存の

お客様の更新案件を確実に確保するとともに、新規の営業案件につきましてはパートナー様との協業や営

業体制の一層の強化を進め、案件獲得に注力してまいりました。

　

(ⅱ) エデュケーションサービス

売上高は431百万円（前年同期比198百万円、31.5％減）となりました。

Oracle Master等の資格取得は、現在の厳しい経済環境下において自らのスキル向上やキャリアアップを

目指す技術者の関心が高く、資格取得者数は平成21年7月に20万人を超え、ベンダー資格の中では最大規模

となり、上位資格も順調に受験者数が増加いたしました。また、企業内のIT技術者育成需要の掘り起こしや、

パートナー様との協業の深耕といった営業活動に注力し、売上に寄与いたしました。しかしながら、ソフト

ウェアプロダクトの売上減やお客様の経費抑制などにより、パートナー様やエンドユーザー向けの研修が

減少し、前年同期比減収となりました。

　

(ⅲ) コンサルティングサービス

売上高は2,104百万円（前年同期比1,004百万円、32.3％減）となりました。

第１四半期会計期間に受注したソフトウェアプロダクトの案件に関わる新規コンサルティング業務等が

開始されたことで、受注環境の一部に多少なりとも改善の兆しはあるものの、ソフトウェアプロダクトの売

上減や投資抑制の影響を受け、データベース＆ミドルウェアおよびビジネス・アプリケーション製品の導

入・運用支援やアップグレード支援業務を中心に売上が減少いたしました。

　

③ 営業利益

営業利益は9,117百万円となり、前年同期比469百万円、4.9％減となりました。

ソフトウェアプロダクトの売上減に伴い、売上原価のロイヤルティが減少し、また、サービス部門の人件

費および業務委託費等が減少いたしました。販売費及び一般管理費では、人件費、業務委託費、賃借料等が減

少いたしました。

　

④ 営業外損益および経常利益

経常利益は、受取利息等を営業外収益として計上した結果、9,164百万円となり、前年同期比448百万円、

4.7％減となりました。

　

⑤ 四半期純利益

四半期純利益は、事業構造改善費用を特別損失として計上した結果、5,342百万円となり、前年同期比207

百万円、3.7％減となりました。
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(3) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間末における総資産は113,780百万円（前事業年度末比4,918百万円減）となりまし

た。流動資産は67,809百万円（前事業年度末比4,334百万円減）、固定資産は45,970百万円（前事業年度末

比584百万円減）となりました。負債は32,103百万円（前事業年度末比2,515百万円減）、純資産は81,677百

万円（前事業年度末比2,402百万円減）となりました。この結果、自己資本比率は71.3%（前事業年度末比

0.8ポイント増、前年同期末比1.5ポイント増）となりました。

　

(4)キャッシュ・フローの状況の分析

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果得られた資金は、6,138百万円（前年同期比72百万円増）となりました。これは税引前四半

期純利益（9,059百万円）の計上によるキャッシュ・イン、前受金の減少(3,251百万円）によるキャッシュ

・アウトなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果使用した資金は、111百万円（前年同期は11,575百万円の収入）となりました。前年同期

には、有価証券の償還がありました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローについては、特記すべき事項はありません。

以上の結果、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、25,670百万円（第１四半期会計期

間末比6,048百万円増、前年同期末比12,457百万円減）となりました。

(5)対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、重要な変更はありません。

　

(6)研究開発活動

　当第２四半期会計期間において、重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、第１四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 511,584,909

計 511,584,909

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年11月30日)

提出日現在
発行数(株)(注)１
(平成22年１月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 127,091,771127,091,771
東京証券取引所
市場第一部

(注)２

計 127,091,771127,091,771― ―

(注) １.　「提出日現在発行数」には、提出日の属する月（平成22年１月１日から当四半期報告書提出日まで）に新株

予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。）により発行された株式数は含ま

れておりません。

２．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりでありま

す。

(イ)平成14年８月21日定時株主総会決議による第１回分(平成14年９月24日取締役会決議)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 1,630個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 163,000株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 3,870円　

新株予約権の行使期間  平成16年10月１日から平成24年８月21日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

 １株当たり発行価格　　　　3,870円
 １株当たり資本組入額　　　1,935円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成14年９月24日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失および権利行使した分を除いたものであります。

２　発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない

場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。なお、発行日以降に時価を下回

る価額で新株発行(新株予約権の行使の場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

3,870円は発行日(平成14年10月１日)の属する月の前月(平成14年９月)の各日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値3,870円と発行日の終値3,380円との比較により、3,870円としたもので

あります。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要

する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができ

る。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成16年10月１日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成18年10月１日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
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(ロ)平成15年８月21日定時株主総会決議による第１回分(平成15年９月24日取締役会決議)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 1,776個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 177,600株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 5,931円　

新株予約権の行使期間  平成17年10月１日から平成25年８月21日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

 １株当たり発行価格　　　　5,931円
 １株当たり資本組入額　　　2,966円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成15年９月24日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない

場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。

また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

5,931円は発行日(平成15年10月１日)の属する月の前月(平成15年９月)の各日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値5,931円と発行日の終値5,710円との比較により、5,931円としたもので

あります。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要

する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができ

る。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成17年10月１日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成19年10月１日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
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(ハ)平成16年８月25日定時株主総会決議(平成16年９月28日取締役会決議)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 1,771個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 177,100株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 5,583円　

新株予約権の行使期間  平成18年10月１日から平成26年８月25日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

 １株当たり発行価格　　　　5,583円
 １株当たり資本組入額　　　2,792円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成16年９月28日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない

場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。

また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

5,583円は発行日(平成16年10月１日)の属する月の前月(平成16年９月)の各日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値5,583円と発行日の終値5,500円との比較により、5,583円としたもので

あります。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要

する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができ

る。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成18年10月１日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成20年10月１日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
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(ニ)平成17年８月24日定時株主総会決議による第１回分(平成17年９月28日取締役会決議)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 2,170個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 217,000株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 5,000円　

新株予約権の行使期間  平成19年10月１日から平成27年８月24日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

 １株当たり発行価格　　　　5,000円
 １株当たり資本組入額　　　2,500円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成17年９月28日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない

場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。

また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

5,000円は発行日の属する月の前月(平成17年９月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の平均値4,840円と発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日、すなわち平成17年９月30

日)の終値5,000円との比較により、5,000円としたものであります。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要

する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができ

る。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成19年10月１日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成21年10月１日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
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(ホ)平成17年８月24日定時株主総会決議による第２回分(平成18年３月23日取締役会決議)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 30個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 3,000株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 5,760円　

新株予約権の行使期間 平成19年10月１日から平成27年８月24日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

 １株当たり発行価格　　　　5,760円
 １株当たり資本組入額　　　2,880円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成18年３月23日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　新株予約権の行使時の払込金額算定方法は、「(ニ)平成17年８月24日定時株主総会決議による第１回分(平成

17年９月28日取締役会決議)」の(注)２に同じであります。なお、新株予約権の行使時の払込金額5,760円は発

行日(平成18年３月23日)の属する月の前月(平成18年２月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の平均値5,659円と発行日の終値5,760円との比較により、5,760円としたものであります。

３　「(ニ)平成17年８月24日定時株主総会決議による第１回分(平成17年９月28日取締役会決議)」の(注)３に同

じであります。

４　「(ニ)平成17年８月24日定時株主総会決議による第１回分(平成17年９月28日取締役会決議)」の(注)４に同

じであります。
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会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

(ヘ)平成18年８月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成18年12月21日取締役

会決議)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 2,143個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 214,300株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 5,490円　

新株予約権の行使期間 平成20年12月25日から平成28年８月29日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(注)５

 １株当たり発行価格　　　　7,222円
 １株当たり資本組入額 　　 3,611円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成18年12月21日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない

場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。

また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

5,490円は発行日(平成18年12月25日)の属する月の前月(平成18年11月)の各日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値5,419円と発行日の終値5,490円との比較により、5,490円としたもので

あります。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要

する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができ

る。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成20年12月25日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成22年12月25日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。

５　新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額5,490円と新株予

約権付与時における公正な評価単価1,732円を合算しております。
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(ト)平成19年８月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成19年10月12日取締役

会決議)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 2,337個
　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 233,700株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 5,240円　

新株予約権の行使期間 平成21年10月15日から平成29年８月29日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(注)５

 １株当たり発行価格　　　　6,725円
 １株当たり資本組入額 　　 3,363円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成19年10月12日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない

場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。

また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

5,240円は発行日(平成19年10月15日)の属する月の前月(平成19年９月)の各日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値5,104円と発行日の終値5,240円との比較により、5,240円としたもので

あります。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要

する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができ

る。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成21年10月15日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成23年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。

５　新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,240円と新株予約権付与

時における公正な評価単価1,485円を合算しております。
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(チ)平成19年８月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成20年６月27日取締役

会決議)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 340個
　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 34,000株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 4,679円　

新株予約権の行使期間 平成22年６月30日から平成29年８月29日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(注)５

 １株当たり発行価格　　　　5,572円
 １株当たり資本組入額 　　 2,786円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成20年６月27日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　新株予約権の行使時の払込金額算定方法は、「(ト)平成18年８月29日定時株主総会決議による従業員に対する

新株予約権の発行(平成19年10月12日取締役会決議)」の(注)２に同じであります。なお、新株予約権の行使時

の払込金額4,679円は発行日(平成20年６月30日)の属する月の前月(平成20年５月)の各日の東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,679円と発行日の終値4,330円との比較により、4,679円と

したものであります。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要

する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができ

る。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成22年６月30日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成24年６月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　「(ト)平成18年８月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成19年10月12日取締役

会決議)」の(注)４に同じであります。

５　新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,679円と新株予約権付与

時における公正な評価単価893円を合算しております。
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(リ)平成20年８月22日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成

20年９月30日取締役会決議)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 2,728個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 　

新株予約権の目的となる株式の種類
 普通株式

単元株式数は100株であります

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 272,800株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 4,787円　

新株予約権の行使期間 平成22年10月15日から平成30年９月30日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(注)５

１株当たり発行価格　　　　5,523円
 １株当たり資本組入額 　　 2,762円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成20年９月30日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない

場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。

　　また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

　　4,787円は発行日(平成20年10月15日)の属する月の前月(平成20年9月)の各日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値4,787円と発行日の終値4,110円との比較により、4,787円としたものであり

ます。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員である

ことを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足し

た場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使するこ

とができる。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成22年10月15日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成24年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。

５　新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,787円と新株予約権付与

時における公正な評価単価736円を合算しております。
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(ヌ)平成20年８月22日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成20年12月23日取締役

会決議)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 50個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 　

新株予約権の目的となる株式の種類
 普通株式

単元株式数は100株であります

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 5,000株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 3,819円　

新株予約権の行使期間 平成23年１月15日から平成30年12月23日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(注)５

１株当たり発行価格　　　　4,469円
 １株当たり資本組入額 　　 2,235円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成20年12月23日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　新株予約権の行使時の払込金額算定方法は、「(リ)平成20年８月22日定時株主総会決議による取締役、執行役

および従業員に対する新株予約権の発行(平成20年９月30日取締役会決議)」の(注)２に同じであります。な

お、新株予約権の行使時の払込金額3,819円は発行日(平成21年１月15日)の属する月の前月(平成20年12月)の

各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,819円と発行日の終値3,640円との

比較により、3,819円としたものであります。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員である

ことを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足し

た場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使するこ

とができる。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成23年１月15日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成25年１月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　「(リ)平成20年８月22日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平

成20年９月30日取締役会決議)」の(注)４に同じであります。

５　新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,819円と新株予約権付与

時における公正な評価単価650円を合算しております。
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(ル)平成21年８月27日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成

21年９月25日取締役会決議)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(注)１ 3,058個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 　

新株予約権の目的となる株式の種類
 普通株式

単元株式数は100株であります

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 305,800株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 3,930円　

新株予約権の行使期間 平成23年10月15日から平成31年９月25日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(注)５

１株当たり発行価格　　　4,579円
 １株当たり資本組入額 　　 2,290円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成21年９月25日取締役会決議に基づき発行され

た新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。

２　発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない

場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。

　　また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

　　3,930円は発行日(平成21年10月15日)の属する月の前月(平成21年9月)の各日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値3,812円と発行日の終値3,930円との比較により、3,930円としたものであり

ます。

３　(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員である

ことを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足し

た場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使するこ

とができる。

(2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成23年10月15日以降、割当された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成25年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。

５　新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,930円と新株予約権付与

時における公正な評価単価649円を合算しております。
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②　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権方式によるストックオプション

(イ)平成12年８月24日定時株主総会決議

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数 ― 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 140,200株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 28,205円　

新株予約権の行使期間 平成14年10月１日から平成22年８月24日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

 １株当たり発行価格　　 　28,205円
 １株当たり資本組入額 　　14,103円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数とは、平成12年８月24日開催の第15回定時株主総会における特別決議に基づ

き付与された新株引受権から、被付与者が喪失した権利を除く新株引受権の新株発行予定数であります。

２　権利付与日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社額面

普通株式の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が権利付与日(当

日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、権利付与日の終値とする。なお、権利付

与日以降に時価を下回る価額で新株発行(転換社債の転換および新株引受権の行使の場合を除く)を行う場合

は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額＝調整前発行価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、権利付与日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により発行価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

株式分割・併合の比率

28,205円は権利付与日(平成12年10月１日)の属する月の前月(平成12年９月)の各日の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値の平均値28,205円と権利付与日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直

近の取引日、すなわち平成12年９月29日)の終値24,880円との比較により、28,205円としたものであります。

３　(1) 権利を付与された者は、新株引受権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。た

だし、当社と付与対象者との間で締結するストックオプション付与契約(以下、「付与契約」という)に定

める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、そ

の権利を行使することができる。

(2) 新株引受権の行使は以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成14年10月１日以降、付与された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成16年10月１日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を付与された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
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(ロ)平成13年８月23日定時株主総会決議

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数 ― 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
　

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 195,600株　

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 11,780円　

新株予約権の行使期間 平成15年10月１日から平成23年８月23日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

 １株当たり発行価格　　 　11,780円
 １株当たり資本組入額 　 　5,890円

　

新株予約権の行使の条件  (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項  (注)４

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数とは、平成13年８月23日開催の第16回定時株主総会における特別決議に基づ

き付与された新株引受権から、被付与者が喪失した権利を除く新株引受権の新株発行予定数であります。

２　権利付与日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社額面

普通株式の普通取引の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が権利付与日(当

日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、権利付与日の終値とする。なお、権利付

与日以降に時価を下回る価額で新株発行(転換社債の転換および新株引受権の行使の場合を除く)を行う場合

は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額＝調整前発行価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、権利付与日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により発行価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

株式分割・併合の比率

11,780円は権利付与日(平成13年10月１日)の属する月の前月(平成13年９月)の各日の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値の平均値9,844円と権利付与日の終値11,780円との比較により、11,780円と

したものであります。

３　(1) 権利を付与された者は、新株引受権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。た

だし、当社と付与対象者との間で締結するストックオプション付与契約(以下、「付与契約」という)に定

める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、そ

の権利を行使することができる。

(2) 新株引受権の行使は以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができる。

①　平成15年10月１日以降、付与された権利の２分の１の権利を行使することができる。

②　平成17年10月１日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。

(3) 権利を付与された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。

４　権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
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(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年９月１日～
平成21年11月30日
(注）

200127,091,771 0 22,290 0 33,728

(注) 新株予約権の行使による増加であります。 
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(5) 【大株主の状況】

　平成21年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

オラクル・ジャパン・ホールディング・インク
（常任代理人　日興コーディアル証券株式会
社）

500 Oracle Parkway,Redwood Shores,
California, U.S.A.
（東京都千代田区丸の内3丁目3番1号）

94,967 74.7

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11号 3,629 2.9

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託
口）

東京港区浜松町2丁目11番3号 2,401 1.9

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番12号 2,228 1.8

ジェーピーエムシービーオムニバスユーエスペ
ンショントリーティージャスデック380052
（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀
行）

270 PARK AVENUE,　NEW YORK, NY
10017, U.S.A.
（東京都中央区月島4丁目16番13号）

549 0.4

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 545 0.4

ステートストリートバンクアンドトラストカン
パニー505225
（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀
行）

P.O.BOX351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
（東京都中央区月島4丁目16番13号）

362 0.3

ガバメントオブシンガポールインベストメント
コーポレーションピーリミテッド
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL
TOWER SINGAPORE 068912
（東京都中央区日本橋3丁目11番1号）

242 0.2

日本オラクル社員持株会 東京都港区北青山2丁目5番8号 230 0.2

ジェーピーエムシービーユーエスエーレジデン
ツペンションジャスデックレンド385051
（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀
行）

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY
10017, U.S.A.
（東京都中央区月島4丁目16番13号）

223 0.2

計 ― 105,380 82.9

(注)　上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式は、以下のとおりであります。

　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　3,629千株

　日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　　2,401千株

　資産管理サービス信託銀行株式会社　　　　　　2,225千株

　野村信託銀行株式会社　　　　　　　　　　　　　545千株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年11月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）

― ― 普通株式

3,800

完全議決権株式(その他)
 普通株式

1,265,064 ―
126,506,400

単元未満株式
 普通株式

― ―
581,571

発行済株式総数 127,091,771 ― ―

総株主の議決権 ― 1,265,064 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株（議決権の数21個）含まれており

ます。

　

② 【自己株式等】

平成21年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
日本オラクル株式会社

東京都港区北青山２丁目
５番８号

3,800 ― 3,800 0.0

計 ― 3,800 ― 3,800 0.0

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年６月 　７月 　８月 ９月 10月 11月

最高(円) 3,620 3,840 3,880 4,050 4,100 4,280

最低(円) 3,300 3,560 3,690 3,650 3,810 3,850

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成20年９月１日から平成20年11月30日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成20年６月１日から平成20年11月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成21年６月1日から

平成21年11月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間(平成20年９月１日か

ら平成20年11月30日まで)及び前第２四半期累計期間(平成20年６月１日から平成20年11月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成21年６月１日から平成21年11月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有

限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,669 17,464

受取手形及び売掛金 10,101 15,308

有価証券 3,000 －

商品及び製品 3 2

短期貸付金 － 37,015

その他 2,039 2,357

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 67,809 72,143

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 16,322

※
 16,488

土地 26,057 26,057

その他（純額） ※
 1,641

※
 1,785

有形固定資産合計 44,020 44,331

無形固定資産 57 65

投資その他の資産

その他 1,904 2,170

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 1,892 2,157

固定資産合計 45,970 46,555

資産合計 113,780 118,699

負債の部

流動負債

買掛金 3,800 4,631

未払金 1,816 3,998

未払法人税等 7,272 7,514

前受金 17,099 17,305

賞与引当金 823 775

その他の引当金 7 －

その他 1,191 302

流動負債合計 32,012 34,528

固定負債

その他 91 91

固定負債合計 91 91

負債合計 32,103 34,619

純資産の部

株主資本

資本金 22,290 22,290

資本剰余金 33,728 33,728

利益剰余金 25,126 27,647

自己株式 △18 △17

株主資本合計 81,127 83,648

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3 △7

評価・換算差額等合計 3 △7

新株予約権 547 438

純資産合計 81,677 84,079

負債純資産合計 113,780 118,699
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自 平成20年６月１日
　至 平成20年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成21年11月30日)

売上高 57,988 51,641

売上原価 25,415 22,089

売上総利益 32,573 29,552

販売費及び一般管理費 ※
 14,901

※1
 12,097

営業利益 17,672 17,455

営業外収益

受取利息 22 88

有価証券利息 87 0

その他 36 72

営業外収益合計 146 161

営業外費用

その他 21 11

営業外費用合計 21 11

経常利益 17,797 17,605

特別利益

本社移転費用引当金戻入額 194 －

新株予約権戻入益 － 4

特別利益合計 194 4

特別損失

事業構造改善費用 － ※2
 324

固定資産除却損 360 19

投資有価証券売却損 1 －

特別損失合計 361 344

税引前四半期純利益 17,629 17,265

法人税等 7,262 7,077

四半期純利益 10,367 10,187
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【第２四半期会計期間】
(単位：百万円）

前第２四半期会計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成20年11月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

売上高 30,288 25,887

売上原価 12,818 11,244

売上総利益 17,469 14,642

販売費及び一般管理費 ※
 7,883

※1
 5,525

営業利益 9,586 9,117

営業外収益

受取利息 11 41

有価証券利息 36 0

その他 9 13

営業外収益合計 57 55

営業外費用

その他 31 8

営業外費用合計 31 8

経常利益 9,612 9,164

特別利益

本社移転費用引当金戻入額 194 －

新株予約権戻入益 － 2

特別利益合計 194 2

特別損失

事業構造改善費用 － ※2
 106

固定資産除却損 360 －

特別損失合計 360 106

税引前四半期純利益 9,445 9,059

法人税等 3,895 3,717

四半期純利益 5,549 5,342
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(自 平成20年６月１日
　至 平成20年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 17,629 17,265

減価償却費 598 713

株式報酬費用 113 112

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △478 47

その他の引当金の増減額（△は減少） △143 7

受取利息及び受取配当金 △119 △112

投資有価証券売却損益（△は益） 1 －

固定資産除売却損益（△は益） 367 19

本社移転費用引当金戻入額 △194 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,661 5,206

たな卸資産の増減額（△は増加） 1 △0

その他の流動資産の増減額（△は増加） 584 251

仕入債務の増減額（△は減少） △129 △830

未払金の増減額（△は減少） 213 △2,252

前受金の増減額（△は減少） 556 △205

その他の流動負債の増減額（△は減少） △754 891

その他 11 3

小計 20,918 21,118

利息及び配当金の受取額 48 122

法人税等の支払額 △8,123 △7,277

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,844 13,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △22,470 －

有価証券の償還による収入 57,500 －

有形固定資産の取得による支出 △27,746 △349

無形固定資産の取得による支出 △48 －

投資有価証券の売却による収入 3 －

貸付金の回収による収入 － 37,015

定期預金の預入による支出 － △30,000

差入保証金の差入による支出 △913 △2

差入保証金の回収による収入 2 282

その他 91 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,417 6,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 15 0

自己株式の取得による支出 △3 △0

自己株式の売却による収入 1 －

配当金の支払額 △13,090 △12,701

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,077 △12,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,184 8,206

現金及び現金同等物の期首残高 31,942 17,464

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 38,127

※
 25,670
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期累計期間(自  平成21年６月１日  至  平成21年11月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成21年６月１日　至　平成21年11月30日)

会計処理の原則及び手続の変更

「工事契約に関する会計基準」の適用

 第１四半期会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用してお

ります。なお、当社は従来より、当該基準および指針の適用対象である一部のソフトウエアプロダクト売上につ

いて進行基準を適用しており、この変更による当第２四半期累計期間の売上高、売上総利益、営業利益、経常利益

および税引前四半期純利益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間(自　平成21年６月１日　至　平成21年11月30日)

　　　　該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期累計期間
(自  平成21年６月１日  至  平成21年11月30日)

　税金費用の計算

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて

表示しております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末
(平成21年５月31日)

※　　有形固定資産の減価償却累計額　　3,273百万円 ※　　有形固定資産の減価償却累計額　　2,923百万円

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
前第２四半期累計期間
(自  平成20年６月１日
至  平成20年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年６月１日
至  平成21年11月30日)

※　  販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給与 5,124百万円

賞与引当金繰入額 751百万円

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給与 5,088百万円

賞与引当金繰入額 654百万円

───────── ※２　「事業構造改善費用」は事業構造改善の実施に伴

い発生した特別退職金、賃借オフィスの撤退に伴

う原状回復工事費用等であります。　

　

第２四半期会計期間

前第２四半期会計期間
(自  平成20年９月１日
至  平成20年11月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成21年11月30日)

※　  販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給与 2,594百万円

賞与引当金繰入額 751百万円

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給与 2,514百万円

賞与引当金繰入額 654百万円

───────── ※２　「事業構造改善費用」は事業構造改善の実施に伴

い発生した特別退職金等であります。

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期累計期間
(自  平成20年６月１日
至  平成20年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年６月１日
至  平成21年11月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　(平成20年11月30日現在）

現金及び預金 33,631百万円

有価証券 14,483百万円

取得日から償還日までの期間が
３ヶ月を超える債券

△9,987百万円

現金及び現金同等物 38,127百万円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　(平成21年11月30日現在）

現金及び預金 52,669百万円

有価証券   3,000百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △30,000百万円

現金及び現金同等物 25,670百万円

　

EDINET提出書類

日本オラクル株式会社(E05027)

四半期報告書

34/42



(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成21年11月30日)及び当第２四半期累計期間(自  平成21年６月１日  至  平

成21年11月30日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 127,091,771

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 3,804

　

３  新株予約権等に関する事項

目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期会計期間末残高

(百万円)

─ ─ 547

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年７月29日
取締役会

普通株式 12,708 100平成21年５月31日 平成21年８月28日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年12月22日
取締役会

普通株式 8,896 70平成21年11月30日 平成22年２月８日 利益剰余金

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　

(有価証券関係)

記載すべき重要な変動はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

当第２四半期会計期間(自  平成21年９月１日  至  平成21年11月30日)

１　ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価 20百万円
　

販売費及び一般管理費（株式報酬費用） 35百万円

　

２　付与したストック・オプションの内容

　
平成21年第１回

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役 ２名

当社執行役

当社従業員

２名

　　　　　　478名

　

ストック・オプション数(注) 普通株式 306,300株

付与日 平成21年10月15日

権利確定条件

割当された権利の２分の１毎に次のとおりとなって

いる。

①付与日(平成21年10月15日)以降、権利確定日(平成

23年10月15日)まで継続して勤務していること。

②付与日(平成21年10月15日)以降、権利確定日(平成

25年10月15日)まで継続して勤務していること。

対象勤務期間

付与された権利の２分の１毎に次のとおりとなって

いる。

①平成21年10月15日から平成23年10月15日まで

②平成21年10月15日から平成25年10月15日まで

権利行使期間

平成23年10月15日から

平成31年９月25日まで

　

　付与日から２年後以降に、付与された権利の２分の

１を行使することが可能となり、付与日から４年後以

降に、付与された権利のすべてを行使することが可能

となる。

　また、新株予約権行使時においても当社の取締役、執

行役、従業員であることを要する。ただし、当社と付与

対象者の間で締結する契約に定める一定の要件を充

足した場合に限り、当社の取締役、執行役、従業員たる

地位を失った場合も引き続き、その権利を行使するこ

とができる。

権利行使価格（円） 3,930

付与日における公正な評価単価（円） 649

　 (注）株式数に換算して記載しております。

　

３　当第２四半期会計期間中に権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益 ２百万円

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末
(平成21年５月31日)

　 　

　 638.38円
　

　 　

　 658.13円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期累計期間

　
前第２四半期累計期間
(自  平成20年６月１日
至  平成20年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年６月１日
至  平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 81.58円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 81.56円
　

１株当たり四半期純利益金額 80.16円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 80.16円
　

(注) １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

　

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成20年６月１日
至  平成20年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成21年６月１日
至  平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期損益計算書上の四半期純利益(百万円) 10,367 10,187

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 10,367 10,187

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 127,087 127,087

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額(百万円) ─ ─

普通株式増加数(千株) 27 1

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─ ─

　

EDINET提出書類

日本オラクル株式会社(E05027)

四半期報告書

37/42



第２四半期会計期間

　
前第２四半期会計期間
(自  平成20年９月１日
至  平成20年11月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 43.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 43.66円
　

１株当たり四半期純利益金額 42.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 42.03円
　

(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第２四半期会計期間
(自  平成20年９月１日
至  平成20年11月30日)

当第２四半期会計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期損益計算書上の四半期純利益(百万円) 5,549 5,342

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 5,549 5,342

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 127,087 127,087

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額(百万円) ─ ─

普通株式増加数(千株) 26 6

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─ ─

　

(重要な後発事象)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年９月１日
 至 平成21年11月30日)

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

平成21年12月22日開催の取締役会において、第25期（自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日）中間

配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 8,896百万円

②　１株当たりの金額 70円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年２月８日

(注）平成21年11月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、支払

いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年１月13日

日本オラクル株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　太　　田　　恵　　子　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　石　　黒　　一　　裕　　印
　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

オラクル株式会社の平成20年６月１日から平成21年５月31日までの第24期事業年度の第２四半期会計期間

(平成20年９月１日から平成20年11月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年６月１日から平成20年11

月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本オラクル株式会社の平成20年11月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年１月13日

日本オラクル株式会社

取締役会　御中

　

    新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　岸　　上　　恵　　子　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　石　　黒　　一　　裕　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

オラクル株式会社の平成21年６月１日から平成22年５月31日までの第25期事業年度の第２四半期会計期間

（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年

11月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本オラクル株式会社の平成21年11月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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